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指名競争入札（災害復旧工事）の共通事項  

（電子入札用）  

 

１ 用語の定義  

(1) 電子入札システム  

電子入札に参加しようとする者の利用者登録，入札書の提出及び受理並びに落

札者決定までの一連の事務を電子計算機（以下「コンピュータ」という。）とイ

ンターネットを利用して行う電子情報処理組織（コンピュータを利用して行う業

務処理の体系をいう。以下同じ。）をいう。  

 (2) 入札情報システム（ＰＰＩ）  

インターネットを利用して入札情報を公表する電子情報処理組織をいう。  

(3) 紙入札   

    書面により入札書及び内訳書を提出するものをいう。  

(4) ＩＣカード  

電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）に基づき，主

務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納して

いるカードをいう。  

(5) 電子くじ  

入札参加者が任意に入力した数値と処理時刻を用いた演算式により，コンピュー

タで落札者を決定する仕組みをいう。  

  (6) 電子契約サービス  

サービス提供事業者が宇都宮市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業  

者自身の署名鍵による電子署名を行う立会人型電子契約サービスをいう。  

 

２ 入札手続  

(1) 入札は電子入札システムによるものとする。  

(2) 指定された提出期限までに，電子入札システムにより入札書及び内訳書を提出す

ること。  

 

３ 指名通知書の受領  

指名通知書は，電子入札システムを利用して通知し，入札参加者が電子入札システ  

ムを利用して確認することで，受領したものとする。  

 

４ 設計図書  

設計図書（図面，仕様書及び設計書）は，入札情報システムからダウンロードする

ことができる。  

 

５ 現場説明会：行わない。  

 

６ 入札の留意事項  

 (1) 入札に際しては，地方自治法（昭和２２年法律第６７号），自治令，宇都宮市契約

規則（平成１７年規則第１２号）及び宇都宮市建設工事執行規則（昭和５０年規則

第３４号）等を守ること。  

(2) 入札に際しては，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年
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法律第５４号）等に抵触する行為をしないこと。  

(3) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額（以下「入札価格」という。）に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので，

入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず，見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。  

(4) 提出した入札書の書換え，引換え，又は撤回は認めない。  

(5) 入札回数は２回とする。ただし２回の入札により予定価格に達する者がいない場

合は，随意契約へ移行するものとし，有効な最低価格者から見積を徴取する。なお，

見積回数は，最大３回までとする。  

(6) 再度の入札に付する場合  

下記に該当した場合は，再度の入札に付するものとし，電子入札システムにより

行う。その場合の入札書提出期限は再度の入札参加対象者あてに連絡する。  

① 全者が，予定価格を超えて入札した場合  

② 最低価格者の入札が無効となり，残りの者すべてが予定価格を超えて入札した  

 場合  

 

７ 紙入札承諾の基準  

(1) 電子入札から紙入札への変更を認める基準  

電子入札手続きの開始後，入札参加者から紙入札への変更を求められ，「紙入札

方式承諾願兼誓約書」が宇都宮市理財部契約課へ提出されたときは，次のいずれか

の事由に該当する場合に限り，電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。  

① ＩＣカードを新規発行申込中のため使用できない場合  

② ＩＣカードの失効（更新中）や破損等で使用できない場合  

③ システムや通信回線の障害等で使用できない場合  

④ その他，入札執行者が必要と認める場合  

(2) 紙入札への変更を認めた場合の取扱い  

前号の規定により，紙入札への変更を認めた場合は，当該入札参加者について，  

速やかに紙入札により入札に参加する者（以下「紙入札者」という。）として電子

入札システムに登録する。なお，この場合，当該入札参加者は，電子入札システム

による処理を行うことはできない。ただし，既に処理済みの電子入札システムによ

る書類の送受信は有効なものとして取り扱い，紙入札への変更は認めない。  

(3) 紙入札者の入札書等取扱い  

①  「紙入札方式承諾願兼誓約書」の提出日時は，公告で示した入札書提出期限日の

前日（市の休日を除く。）の午後１時までとする。  

② 入札は郵便入札によるものとし，持参によるものは認めない。  

③  郵送方法は，発注者が受領確認できる「一般書留」，「簡易書留」のいずれかによ

るものとし,「特定記録郵便」，「普通郵便」によるものは認めない。  

④  宛先は，日本郵便株式会社  宇都宮中央郵便局留  宇都宮市役所契約課行とする

こと。  

⑤ 入札書は，紙入札用の指定様式を使用すること。  

⑥ 郵送する封筒は，郵便入札用の指定封筒を使用すること。  

⑦  指名通知書で示された入札書の提出期限日までに日本郵便株式会社  宇都宮中央
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郵便局必着のこと。  

 

８ 開札の立会  

電子入札システムによる入札の執行にあたっては，立会人を置くことなく，開札で

きるものとする。  

 

９ 工事費内訳書  

(1) 入札に際し，入札価格に対応した工事費内訳書の提出を義務付けることとする。  

(2) 工事費内訳書は，電子入札システムにより入札書を提出する際に添付すること。  

(3) 工事費内訳書は，設計書と同項目とし，記載内容は金額等を明らかにしたもので

あること。なお，材料費，労務費，法定福利費，建退共掛金，安全衛生経費につい

ては必須項目とする。  

(4) 入札執行者は，入札書提出期限日以降開札前においても工事費内訳書等の内容を

確認することができるものとする。この場合，工事費内訳書等の内容が対外的に漏

洩することがないよう，開札するまで善良なる管理者の注意をもって保管するもの

とする。  

 

１０ 契約保証金  

契約保証金は，有価証券の提出又は金融機関若しくは前払保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができる。  

また，公共工事履行保証証券による保証を付し，又は履行保証保険契約の締結を

行った場合は，契約保証金の納付を免除する。  

 

１１ 入札担当職員：契約課長  

 

１２ 電子契約サービスの利用  

電子契約サービスにより契約を締結する場合にあっては，予定する契約日の２日前

（市の休日を除く。）までに「電子契約利用申出書兼同意書」及び契約関係書類を指定

メールアドレスへ送付しなければならない。  

 

１３ 請負契約書作成  

要する。この場合において，電子契約サービスにより契約を締結する場合にあって

は，宇都宮市が指定する電子契約サービスを利用するものとする。  

 

１４  本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無：無し。  

 

１５ 契約条項の閲覧場所  

契約条項を定めている宇都宮市建設工事執行規則等については，次の場所において

閲覧できる。  

・場所：宇都宮市／入札情報ＨＰ  １１契約関係規則等  

   （http://www.city.utsunomiya.tochigi.supercals.jp/keiyaku_kouji/）  

 

１６ 入札の無効  

http://www.city.utsunomiya.tochigi.supercals.jp/keiyaku_kouji/
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(1) 次に掲げるものに該当する場合は，当該入札者の入札を無効とする。  

① 特定の電子認証（以下「電子認証」という。）を受けていない入札書による入札  

② 工事費内訳書が添付されていない入札  

③ 複数の工事費内訳書を添付した入札  

④ 入札書と工事費内訳書の金額が異なる入札  

⑤ 入札書と工事費内訳書の案件名が異なる入札  

⑥ 電子認証の不正使用による入札  

⑦ 入札に際して虚偽又は不正行為があったとき  

⑧ 入札書とともに提出する工事費内訳書に，入札者の社名及び代表者氏名のない  

入札  

⑨ 工事費内訳書において，材料費，労務費，法定福利費，建退共掛金，安全衛生経  

費の項目及び金額の記載がない入札。ただし，法定福利費以外の項目については，  

すべてを計上できない場合，算出不能，計上不可等その旨が分かるように記載し，  

一部のみを計上できない場合はその旨を記載し，計上可能な分のみ記載すること  

で，無効としない。  

⑩ 明らかに談合によると認められる入札又は談合の疑いが払拭できない入札  

  ⑪  電磁的に記録した工事費内訳書がき損した入札  

⑫ 開札日時において，有効期間を過ぎるＩＣカードを使用して行った入札  

⑬ その他，入札に関する条件に違反したとき  

(2) 前号の⑦に該当する場合には，当該委託箇所に係る当該入札者のその後の入札を

無効とすることがある。  

 

１７ 入札の中止等  

(1) 入札参加者が談合し，又は不正不穏の行動をするなど，入札を公正に執行するこ

とができないと認められるときは，入札の執行を中止，延期又は取り止めることが

ある。  

(2) 市が必要と認めるときは入札を中止，延期又は取り消しをすることができる。こ  

 の場合において入札とは，指名通知日から落札の決定（契約締結前）までをいう。  

 (3) 前号において，当該入札のために要した費用を市に請求することはできない。  

 

１８ 異議の申立ての制限  

  入札を行った者は，１回目の入札後，宇都宮市契約規則，宇都宮市請負契約書約款，

設計図書，現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。  

 

１９ 同価入札  

電子による指名競争入札の場合は，電子くじで落札者を決定する。ただし，落札者

が失格となり，残りの同価入札者が２者以上あった場合は，来庁により落札者の順位

を決定する。  

 

２０ 前金払の請求  

 宇都宮市会計規則（平成１７年規則第１１号）に規定する公共工事の前金払の限度

額は，請負代金額に１００分の４０を乗じて得た額とする。  

 

２１ 中間前金払の請求  
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 (1) 請負代金額の１００分の４０以内の前払金に加え，工事の中間段階にさらに請負

代金額の１００分の２０以内を前払金として支払う中間前金払に係る認定の請求は，

当該契約に係る工期の２分の１（債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，

当該会計年度の工事実施期間の２分の１）を経過し，かつ，工程表により工期の２

分の１（債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，当該会計年度の工事実施

期間の２分の１）を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作

業が行われ，既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の

１（債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，当該会計年度の出来高予定額

の２分の１）以上の額に相当するものである場合に行うものとする。  

(2) 同一会計年度においては，部分払を受領した場合は，中間前金払を請求すること

はできない。  

 

２２ 部分払の請求  

中間前金払を受領した場合であっても，宇都宮市建設工事請負契約書別表に規定す

る回数の部分払を請求することができる。  

 

２３ 中間前金払と部分払の併用   

(1) 請負代金額が１３０万円を超える工事（債務負担行為及び継続費に係る契約に

あっては，いずれかの会計年度の出来高予定額が１３０万円を超える工事）につい

ては，中間前金払と部分払のいずれかを請求できるものとする。  

ただし，請負代金額が３００万円未満の工事において前金払を受領した場合には，

部分払を請求することはできない。  

なお，中間前金払と部分払の請求については必要な時にいずれかを選択して届け

出るものとする。  

 (2) 債務負担行為及び継続費に係る契約にあっては，いずれかの会計年度の出来高予

定額が１３０万円を超えることにより，中間前金払を請求できる工事であっても，

当該基準を満たさない会計年度については，中間前金払は請求できないものとする。  

 

２４ 配置技術者（専任の場合）  

(1) 監理技術者とは，建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の１８に規定

する「監理技術者資格者証」の交付を受け，登録講習実施機関の発行した「監理技

術者講習修了証」を所持している者とする。  

(2) 配置できる技術者等（監理技術者，監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下

同じ。）は，受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければならない。

したがって，他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者等として現場に配置す

ることは原則として認めない。  

なお，恒常的な雇用関係とは，契約締結日現在で３か月以上雇用していることを

いう。  

(3) 専任を要する主任技術者及び監理技術者については，下記の要件を満たす場合，

専任を要する２件の工事の兼務が可能となる。  

ア．専任特例１号（建設業法第２６条第３項第１号）  

 ①  各建設工事の請負代金の額が４，５００万円以上１億円未満（建築一式工

事は９，０００万円以上２億円未満）であること  

②  建設工事の現場間の距離が，一日で巡回可能かつ移動時間が概ね２時間以
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内であること  

③  当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて，下請次数が３次以内

であること  

④  監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（連絡員）を当

該建設工事に配置していること（土木一式工事または建築一式工事の場合は，

当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者を配置すること）  

⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じているこ  

 と      

⑥  人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること（電磁的記録

媒体による措置も可能。当該計画書は，帳簿の保存期間と同じ期間，当該建

設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。）  

⑦  当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設

置していること  

⑧ 兼務する工事の数が２を超えないこと  

 ※ 専任特例２号との併用はできない。  

イ．専任特例２号（建設業法第２６条第３項第２号）  

監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には，

監理技術者の兼務が可能となる。政令で定める者は，主任技術者の要件を有す

る者のうち，１級技士補の資格を持つ者とする。  

 ※ 専任特例１号との併用はできない。  

(4)営業所技術者等については，下記の要件を満たす場合，専任を要する主任技術者ま

たは監理技術者への兼務が可能となる。  

  ア．所属する営業所で契約締結した工事であること  

  イ．兼ねる工事の現場数が１以下であること  

  ウ．主任技術者及び監理技術者の兼務特例（上記⑴－ア．専任特例１号）で示す

①から⑦を満たしていること  

  エ．当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること  

(5) 落札者が配置した技術者等は，監理技術者等の死亡，傷病，出産，育児，介護又

は退職等の場合や，受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合，工場から現

地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合など，建

設現場における働き方改革等の観点も踏まえ，その具体的内容について書面その他

の方法により受発注者間で合意した場合，交代できるものとする。  

 

２５ 配置技術者（専任を要しない場合）  

(1) １ 件 の 請 負 金 額 が ４ ， ５ ０ ０ 万 円 未 満 の 工 事 （ 建 築 一 式 工 事 に つ い て は ，    

９，０００万円未満）では，主任技術者の専任配置は求めていないが，専任を要し

ない主任技術者については，３件（上下水道局発注分を含む）の工事の兼務が可能

とする。なお，営業所技術者等については，２件まで（上下水道局発注分を含む）

しか兼務できない。これらの件数を超えて参加申請をした場合には，超えている工

事の入札参加資格を失格とすることがある。  

(2) 配置する主任技術者は，受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でな

ければならない。したがって，他の会社からの在籍出向者や派遣社員を主任技術者

として現場に配置することは原則として認めない。  

   ただし，３か月以上雇用していることは必要としない。  
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(3) 落札者が配置した主任技術者は，死亡，傷病，出産，育児，介護又は退職等の場

合や，受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合，工場から現地へ工事の現

場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合など，建設現場におけ

る働き方改革等の観点も踏まえ，その具体的内容について書面その他の方法により

受発注者間で合意した場合，交代できるものとする。  

 

２６ 実務経験者の取扱  

  主任技術者として配置できる実務経験者は，下記に該当する場合とする。  

(1) 経営事項審査申請書の技術職員名簿により，実務経験者であることが確認できる  

者 

(2) 営業所専任技術者として当該業種に登録している者  

(3) 監理技術者資格者証を有している者  

(4) 主任技術者実務経験経歴書の提出により，実務経験者であることが確認できる者  

 

２７ 現場代理人  

(1) 現場代理人とは，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の取締りのほ

か，工事の施工及び契約事務に関する一切の事項を処理する者として工事現場に置

かれる受注者の代理人であり，工事現場に常駐しなければならない。  

ただし，発注者が，現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使

に支障がなく，かつ受注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代理

人について工事現場における常駐を要しないこととすることができるものとする。  

(2) 現場代理人についても工事を請け負った業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

ることを要件とする。  

   ただし，３か月以上雇用していることは必要としない。  

   また，営業所における専任の技術者は，現場代理人にはなれない。  

 

２８ 最低制限価格制度  

(1) 予定価格が１件２００万円を超える建設工事 (総合評価落札方式を除く )を対象と

して実施する。  

(2) 最低制限価格は，次の基準により設定するものとする。  

① 直接工事費に１０分の９．８を乗じて得た額  

②   共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額  

③ 現場管理費に１０分の９を乗じて得た額  

④ 一般管理費に１０分の６．８を乗じて得た額  

最低制限価格は，①から④までの合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に，

１００分の１１０を乗じて得た額とする。  

ただし，その額が，予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合に

あっては予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額とし，予定価格に１０分の  

７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に１０分の７．５を乗じ

て得た額とする。  

(3) 予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額を比較価格とし，最低制限価格に  

１１０分の１００を乗じて得た額から千円未満を切り捨てた額を，比較価格に対す

る最低制限価格とする。  

(4) 開札において，入札価格が比較価格に対する最低制限価格未満の入札は，失格と
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する。  

(5) 入札価格が比較価格に対する最低制限価格以上のもののうち最低価格者を落札候

補者とする。  

(6) すべての入札価格が比較価格に対する最低制限価格未満のときは，不調とする。  

 

２９ その他  

(1) 入札に関し，入札執行前に談合情報が寄せられた場合，当初の予定どおり入札を

執行し，その結果，情報どおりの業者が最低価格者となった場合には，落札を保留

し，当該入札参加者を対象に事情聴取を行う。  

調査の結果，談合の事実が確認されれば，当該入札を無効とする。また，談合の

事実が確認されなくても，当該入札を無効とすることがある。  

(2) 地元事業者育成の観点から次の点に配慮すること。  

① 下請施工を必要とする場合は，可能な限り宇都宮市内の事業者へ発注するように

努めること。  

  ② 工事の施工に必要な建設資材，建設機械等の購入やリースは，可能な限り宇都宮

市内の事業者へ発注するように努めること。  

(3) 技術者等の配置を要する期間は，契約締結時（任意着手方式の場合は，工期の開

始日）から完成検査終了時までとする。  

(4) １回目又は２回目の入札で比較価格に対する最低制限価格未満で入札した者，無

効又は失格の入札をした者，入札辞退者及び期限までに入札書が届かなかった者は，

当該案件において以降の入札及び見積に参加できない。  

 (5) 入札に参加しようとする者は，落札者となった時に配置できる技術者等がいない

ということがないよう，現在の手持ち工事数の状況や配置できる技術者等の数につ

いて充分考慮した上で入札すること。  

(6) 受注者は，契約の履行に当たり，受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当  

な介入を受けた場合は，断固としてこれを拒否するとともに，不当介入があった時  

点で必ず速やかに警察署に届け出て，捜査上必要な協力を行い，市の工事担当課に  

報告を行うこと。  

なお，受注者又はその下請業者が暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず，  

本市への報告や警察への届け出を怠った場合には，入札参加停止の対象となる。  


